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1. モデル事業の目的 

1.1. モデル事業の目的 

宮崎県児湯郡西米良村小川地区は、村東部に位置し、人口 91 人、57 世帯、高齢化率 60.4％

（平成 27 年 12 月 31日現在住民基本台帳)の集落であり、村の中心地である村所地区までは、

車で約 40 分(23km)の距離にある。地区内には、一軒の商店と郵便ポスト以外に生活サービ

ス施設が無く、住民が多様な生活サービスを利用するためには、村所地区や近隣都市(西都市、

湯前町、宮崎市)に行く必要がある。 

小川地区への公共交通手段としては、西米良村営コミュニティバス(以下、村営バスと記す)

が村所地区を起点に 3 便/日(平日)運行している。村営バスは、交差点等の一部区間を除き

フリー乗降制となっているが、車での単独の移動が困難な 70 歳代以上の女性高齢者が多く、

将来に渡る移動手段の確保が求められている。 

また、現在、小川地区に出入りする輸送サービスは、多様な主体が混在しているため効率

が低く、輸送サービスの担い手（運転手）の高齢化とあいまって、事業の継続のために輸送

サービス間の複合化が求められている。 

そこで本モデル事業は、西米良村で運行されている村営バスの村所地区と小川地区路線に

おいて、物流、公共交通その他生活支援サービスに必要となる輸送網の存続に向け、効率的

運営の手段の一つとして想定される人・荷物の混載輸送を社会実験として行い、実際にサー

ビスを導入する際に必要な課題を整理することを目的とする。 

そのために、運行時に乗車またはサービスを利用した地区住民を対象にアンケート・ヒア

リング調査を実施し、効果と課題を把握するとともに、事業者へのヒアリング調査も実施し、

運営面・サービス面における課題を整理する。 
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1.2. モデル事業のポイント 

1.2.1. 運行体制に関する検討 

小川地区での宅配等のサービスの共同配送に向け、関係者で構成される「カリコボーズの

ホイホイ便プロジェクト協議会（「３．モデル事業の実施内容）参照」）にて協議し、試行

運行を行う。試行運行で実施するモニタリング調査に基づき、協議会において本モデル事業

の運行体制を検討するとともに、将来的に持続的な仕組みについてのポイントを検討する。 

 

1.2.2. 西米良村版人口ビジョン及び総合戦略との整合 

西米良村で現在取り組んでいる総合戦略の策定検討においても、輸送サービスの維持・存

続を重要な課題と位置付けており、本モデル事業と総合戦略との整合性を図る。そのため、

西米良村版人口ビジョン及び総合戦略策定有識者懇談会委員をアドバイザーとし、運行体制

について検討を行う。 

 

表 1 アドバイザー 

所属・役職 氏   名 

公益財団法人福岡アジア都市研究所 特別研究員 

名誉教授（山口大学・九州大学） 
小川 全夫 

九州工業大学大学院 建設社会工学研究系 教授  吉武 哲信 

鹿児島大学 名誉教授 山田 誠 

大分大学 経済学部 准教授 大井 尚司 

 

1.2.3. 「おがわ作小屋村」の活用 

小川地区には集落住民で設立された「小川作小屋村運営協議会」が「おがわ作小屋村」(以

下｢作小屋村｣と記す。)という宿泊・飲食施設を運営しており、ここで働く職員は地域住民の

生活を熟知し、地域住民の互助的な生活支援の担い手となっていることを踏まえ、小川地区

の住民生活持続の一翼を担う輸送サービスに、作小屋村を活用する。 

なお作小屋村は、村内外の住民との交流拠点として、毎年 2.2～2.6 万人(平成 24 年度は

2.6万人)の観光客が訪れている。 

 

 

 



 

 142 

2. 地域の現状と課題  

2.1. 地域の現状 

西米良村は宮崎県西部に位置し、西都市と熊本県湯前町に隣接する（図 1）。人口は 1,208

人、高齢化率は 42.1％(平成 27 年 12 月 31 日現在住民基本台帳)である。人口は最近 5 年間

で約 5％減少しているが、Ｕ・Ｉターンもあり、高齢化率はほぼ横ばいである。 

村中心部の村所地区には、役場や郵便局、医療施設、各種小売店、バスターミナル、教育

施設、観光施設等の行政・商業サービスが集中している。村内では、村営バスが村所驛（村

営バスの停留所で、物産館等が併設された村の交流拠点）を起点に小川地区に 3便/日(平日)

運行している。車両は、状況に応じて 26 人乗りマイクロバス、15 人乗りワゴン車を使用す

る。起点の村所驛には平成 24 年 11 月に物品販売コーナーや売店が併設され、新たな交流拠

点となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 西米良村の位置 

2.2. 地域の課題 

2.2.1. 身近な生活拠点から遠い立地 

小川地区は、少子高齢化が進む集落（図 2）であり、生活地区内には生活サービスを供給

する施設が少なく、生活サービスの享受には車で約 40 分(23km)の位置にある村の中心地村

所地区や近隣都市に行く必要がある。（「1.1.モデル事業の目的」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 小川地区の位置 
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2.2.2. 地形要因で長距離運行となり利用者の伸びない公共交通 

平成 20年 10月に道路運送法第 79条を適用した現在の村営バスに移行して以降、年間利

用者は増加していたが、平成 24 年度は前年同月を下回る月も多く、図 3「村営バス小川線

利用状況」に示すように利用者は頭打ちとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 村営バス小川線利用状況 

2.2.3. 多様な輸送サービスの混在と担い手の高齢化による存続懸念 

下表「小川地区に出入りする輸送サービスの一覧」に示すように、人流 2 主体、福祉系

サービス流 9主体、物流 9主体、計 20主体と多くの事業者が、頻度の多寡こそあれ集落内

を往来している。ほぼ毎日運行する事業者はバス、デイケア、郵便配達、宅配業者 A、地区

内商店の仕入れ業者(11 業者)の 5 主体である。なお、配本サービスは、住民が図書リスト

から選択した本を週 2回宅配する、西米良村によるサービスである。 

この他、地区中心部で月 1 回開設される出張診療、民家が集中する場所に週 2 回訪れる

移動販売(魚)があるなど多様な輸送サービスの混在による効率の低下が課題となっている。 

また、輸送サービスの担い手（運転手）も高齢化しており、事業の継続のためにも輸送

サービス間の複合化が求められている。 

このような輸送サービスの他にも、地域住民の要望に応じてボランティアによる互助的

な取り組みなどの生活支援が行われているが、少子高齢化が進むにつれて担い手の確保が

課題となっている。 

表 2 小川地区に出入りする輸送サービスの一覧 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成21年度 162 289 275 338 303 353 360 242 328 231 252 351

平成22年度 377 351 454 342 341 429 395 375 370 252 239 383

平成23年度 377 409 452 373 355 420 382 375 420 349 387 393

平成24年度 431 374 296 415 481 426 356 308 370 374

平成25年度 375 411 362 354 271 371 372 352 323 295 316 343

平成26年度 362 353 341 284 203 247 317 337

平成27年度 325

0

100

200

300

400

500

600

人
数

小川線

輸送サービス名 頻度 車両仕様/乗車定員 停車場所 運行拠点 担当

1 バス 5回/日
ジャンボタクシー/15名
マイクロバス/26名

バス停 村所地区 村民課 乗降車介助
小荷物輸送や託送など
の住民の要望なし

2 タクシー 2,3回/週 乗用車 各世帯 村所地区 Mタクシー

3 デイケア 6回/週 ワゴン車/15名 各世帯 竹原地区 社会福祉法人 成穂 介護保険適用外
4 配本サービス 2回/週 軽バン/1名 各世帯 村所地区 教育委員会 買物代行の構想あり

5 移動図書 1回/月 貨物バン/1名 数ヵ所 村所地区 教育委員会

6 出張診療 1回/月 乗用車 公民館 村所地区 福祉健康課
7 住民健診 4回/年 専用健診車両 公民館 小川地区 福祉健康課
8 弁当配布 4回/年 乗用車 公民館 小川地区 福祉健康課
9 痴呆予防教室 2回/年 乗用車 公民館 小川地区 福祉健康課
10 保育所の園児との交流 1回/年 ワゴン車 公民館 小川地区 福祉健康課
11 日帰り旅行 1回/年 マイクロバス/20名 公民館 小川地区 福祉健康課

12 郵便配達 6回/週 軽トラ/1名 各世帯 村所地区 村所郵便局
精米、買物代行、薬
の配達、安否確認

嘱託職員の立場で可能

13 宅配業者A 6回/週 軽バン/1名 各世帯 西都市 西都営業所 声かけ 送迎は会社内で禁止

14
仕入れ業者(11業者)
※調査実施せず

ほぼ毎日
(年数回
～週2回)

地区商店
西都市、
宮崎市など

各種業者

15 宅配業者B 3回/週 軽バン/1名 各世帯 高鍋町 高鍋営業所

16
JA(農業訪問、関連物の
宅配等)

2回/週
軽トラ/1名
自家用乗用車/4名

各世帯 村所地区 JA西都西米良支所 安否確認 地区巡回後可能

17 ごみ収集 2回/週 2ｔトラック/1名 ゴミ置き場 村所地区 村民課 託送要望なし

18 移動販売(魚) 2回/週 2ｔトラック/1名 数ヵ所 人吉市

19 コープみやざき 1回/週 2ｔトラック/1名
登録世帯
(2世帯)

高鍋町 高鍋支所
サービス水準維持のた
め配達請負の考えなし

20 商店(各世帯へ配達) 3,4回/年 軽トラ/1名 各世帯 小川地区 N商店

人
流

＜道路運送法第82条＞
一般乗合旅客自動車運送事業者
は、旅客運送に付随し、少量の
郵便物、その他貨物を運送でき
る。
＜道路運送法第78・79条＞
(自家用有償旅客運送について)
自家用車を使用したNPO等に

よる有償運送。国土交通省令や
運用通知等により、運行主体、
使用する車両、運賃基準等が細
かく規定される。

福
祉
系
サ
ー

ビ
ス
流

物
流

＜道路運送法第83条＞
貨物自動車運送事業者は、災害な
どの場合を除き、有償で旅客の運送
をしてはならない。

＜郵便物運送委託法＞
専ら郵便物運送等に使用している
車両に、郵便取扱員以外のものを乗
せてはならない。

番
号

現状
複合化に関するコメント 関連制度本来業務以外の内容
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2.2.4. 住民アンケートから見る小川地区の現状 

西米良村版人口ビジョン及び総合戦略策定において、西米良村の現状把握のために実施し

た、2015 年 7 月～8 月の住民アンケート結果から、本モデル事業に関係する項目は下記とな

っている。 

（1）地区内での困り事 

小川地区においては、地区内での困り事として、42 人の居住者の中で、6 人が「日用品・

食料品の買物が出来る店が遠い」、3人が「日常の移動手段がなくなってきている」と回答し

ている（※複数回答）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 小川地区の地区内での困りごと 

（2）移動手段 

小川地区において、自家用車で移動しない地区居住者の移動手段は下記となっている。な

お、各地域の位置は図 9に示す。 

 「他者の移送に依存」して移動：45.5％ 

 「徒歩・自転車」：18.2％ 

 「バスで移動」：36.4％ 

 タクシー利用者はいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 地区別自家用車で移動しない居住者の移動手段 
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図 9 西米良村の各地区の位置 

 

（3）地区内で利用される移動販売先 

小川地区では約 63％の世帯が移動販売を利用しており、その利用先は下記となっている。 

 「魚屋」：26.9％（14人） 

 「その他」：15.4％(8人) 

 「パン屋」：13.5％（7人） 

 「JA」と「コープみやざき」：7.7％(4人) 

 ｢利用してない｣：28.8％（15人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 小川地区で利用される移動販売先 
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2.3. 村営バス小川線の時刻表 

村営バス小川線の時刻表（図中緑枠）を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 村営バス時刻表 
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3. モデル事業の実施内容 

3.1. モデル事業の名称 

モデル事業の名称は「カリコボーズのホイホイ便」とする。 

なお、「カリコボーズ」の「かりこ」とは「狩子」といって、猟をするとき獲物をかりだし

て追う役目をする人のことであり、猟をするときの言葉からうまれたものである。山の尾根

から尾根を「ホイホイ」と鳴いてまわるという言い伝えが、山で声を張り上げて獲物を追う

「狩子」の姿に似ているところから、この名が付いたものと思われる。 

西米良村では 1996（平成 8）年度に「カリコボーズ」をイメージキャラクターとして決定

し、ホイホイと鳴くことから「ホイホイ君」と名付けられた。 

 

図 5 村公式キャラクター「ホイホイ君」 

 

3.2. 協議会の設立 

本モデル事業実施に必要となる事項や将来の事業化に向けた課題を協議するため、下に

示す「カリコボーズのホイホイ便プロジェクト協議会」（以下「協議会」という。）を設

置した。 

表 3 カリコボーズのホイホイ便プロジェクト協議会 

  

所 属 ・ 企 業 名 等 備 　 考 所 属 ・ 企 業 名 等 備 　 考

九 州 工 業 大 学 工 学 部
建 設 社 会 工 学 科 交 通 工 学 分 野 　 教 授

構 成 員 株 式 会 社 米 良 の 庄 構 成 員

日 本 郵 便 株 式 会 社 九 州 支 社 ・ 村 所 郵 便 局〃 西 米 良 村 商 工 会 〃

ヤ マ ト 運 輸 株 式 会 社 宮 崎 主 管 支 店 〃 西 米 良 村 村 民 課 〃

佐 川 急 便 株 式 会 社 高 鍋 営 業 所 〃 西 米 良 村 福 祉 健 康 課 〃

宮 崎 交 通 株 式 会 社 〃 九 州 運 輸 局 ・ 宮 崎 運 輸 支 局 オ ブ ザ ー バ ー

宮 交 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 〃 宮 崎 県 総 合 交 通 課 〃

一 般 社 団 法 人 宮 崎 県 タ ク シ ー 協 会 〃 宮 崎 県 中 山 間 ・ 地 域 政 策 課 〃

小 川 作 小 屋 村 運 営 協 議 会 〃 西 米 良 村 む ら 創 生 課 事 務 局

※ そ の 他 必 要 に 応 じ 追 加 で き る 。
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3.3. 事前準備・検討 

3.3.1. 調査計画書策定 

本モデル事業を円滑に実施するため、第１回協議会において、実施上必要な資料の内容や

作業方針、工程等を検討した調査計画書を作成した。 

3.3.2. 事業フロー 

本モデル事業は、以下のフローに基づき実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試行運行の実施 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 事業フロー 

協議会設立 
第１回協議会（調査計画） 

平成 27年 10月 26日 

第 2回協議会 

（試行運行の途中経過

報告を受けて、改善策を

検討） 

平成 27日 12月 11日 

第 3回協議会 

（結果報告・ 

運行体制改善案検討） 

平成 28日 1月 21日 

運行体制に関する検討 

・ 協議会による検討 

・ アドバイザーとの協議 

試行運行に関するモニタリング調査 

・ 物量把握調査（期間中） 

・ 利用者アンケート：小川地区全世帯 

・ （60票程度） 

・ 利用者ヒアリング：10人（抽出） 

・ 事業者ヒアリング：実験全参加事業者 

運行体制決定 

（事業スキーム決定） 

報告書のとりまとめ 

運行体制の改善 

計画準備 

関係機関ヒアリング調査 

・ 物流業者等の意向調査 

※試験運行中も運行状況に

対する意見をヒアリング 

打合せ・協議会 
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目標①：菊池の精神息づく住民
参加の優しさあふれる暮らしづくり

方向性3：見守りや買い物等
を支援するシステムの検討

プロジェクト2：小さな拠点の整備
•人とモノの移動統合化
•村内宅配システムの構築

西米良村まち・ひと・しごと創生
総合戦略（素案）

3.4. モデル事業等のスキーム 

モデル事業は、西米良村で策定中の総合戦略の一事業としての位置づけが予定されている

ことから、事業の方向性を含めアドバイザーとともに検討を行った結果、モデル事業の全体

プロジェクトイメージは図 11に示す形とし、モデル事業を検証するための実証実験スキーム

及び協議会での検討内容は図 12に示す形に決定した。 

なお、モデル事業における試験運行は、地域再生法による自家用有償運送の特例の活用を

想定していたが、地域再生計画の認定（内閣府）に必要な地域再生土地利用計画の策定等に

相当の期間を要するため、関係機関と協議し、今回の実証実験は無償とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 11 総合戦略概念図およびモデル事業の全体プロジェクトイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   図 12 実証実験スキーム及び協議会での検討内容 

 

 

総合戦略における主要事業の 1 つ

として、モデル事業を実施。 

村営バス
ヒトとモノの輸送
※常温・クール便

集落拠点
(集配場所:おがわ作小屋村)

軽貨物運送事業者

中心拠点
(集配場所:村所驛物産館）

【主な荷物:新聞・小包等】

※村内便のみ
※原則として料金引換など
金銭の受渡を伴わないもの

平成27年度
｢地域を支える持続可能な物流ネットワークの構築に関するモデル事業実証実験について

集配(無償)

配達依頼
(無償)

【実証実験スキーム】

※無償輸送 ※集配料０円

※村内輸送に限定（村内便）
※実証実験区間における物量ニーズと各集配箇所における業務量・輸送課題等を把握

※高齢世帯への声かけも実施

郵便局

貨物事業者

客貨混載便

商工会等
(買物支援) 行政等

ホイホイ便プロジェクト協議会

●郵便、貨物事業、関係旅客事業者等に参加協力を要請
●郵便事業及び各貨物事業の物量等を把握するため、個別
に聞き取り調査（機密性に配慮）

●各事業者の集配基準等の確認とすり合わせ
(操作機器類・ユニフォーム・伝票・車両表示etc)

●事業実施に係る料金の検討
●現行法令上の課題と問題点の整理

などを協議

【協議会イメージ】※モデル事業実施主体
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持込 ○ ○

複数⼝ ○ ○ 同⼀あて先割引適⽤不可

同⼀あて先 ○ 複数⼝割引適⽤不可

3辺合計が160cm以内、重量25kg以内 3辺合計が160cm以内、重量30kg以内 3辺合計170cm以内、30kg以内

サイズ60 ○ ○ ○

サイズ80 ○ ○ ○

サイズ100 ○ ○ ○

サイズ120 ○ ○

サイズ140 ○ ○ ○

サイズ160 ○ ○ ○

サイズ170 ○ ⾶脚ラージサイズ宅配便、3辺合計が260cm以内、重量50kg以

内

○

サイズ180 ○

サイズ200 ○

サイズ220 ○

サイズ240 ○

サイズ260 ○

その他 ○ 3辺合計が160cm以上、重量25kg以上180kgまで

午前中 ○ ○ ○

12〜14時 ○ ○ ○

14〜16時 ○ ○ ○

16〜18時 ○ ○ ○

18〜20時 ○ ○ ○

18〜21時 ○ ○

19〜21時 ○ ○

20〜21時 ○ ○

即⽇便 ○ 都心部中心、法人→法人 ○ 高さ幅厚さの合計が1.7m以内、重さ30kg以内

時間指定配達 ○ 翌朝10時まで ○ 翌朝9時から30分間隔指定、24時間対応、法人宛のみ ○ 午前・午後・夜間の3区分

航空便 ○ ○ 遠隔地へ翌⽇配達、3辺合計160cm以内 ○ 3〜6⽇程度

配達⽇指定 ○ ○ ○

ゴルフ・スキー ○ 利⽤2⽇前までに差し出し ○ プレー前⽇から10⽇以内に差し出し

空港 ○ 利⽤2⽇前までに差し出し ○ 搭乗⽇の前⽇から10⽇以内に差し出し

持込割引 ○ ○

往復割引 ○ ○

対象空港 新千歳空港、仙台空港、福島空港、新潟空港、成⽥空

港、⽻⽥空港、小松空港、中部国際空港、伊丹空港、

関西国際空港、岡⼭空港、広島空港、福岡空港、北九

州空港、⻑崎空港、⿅児島空港

○ 新千歳空港、仙台空港、新潟空港、成⽥空港、⽻⽥

空港、中部国際空港、関西国際空港、伊丹空港、広

島空港、福岡空港

聴覚障害者⽤ ○ 対象施設からの差し出し

点字 ○ 対象施設からの差し出し

損害補償 ○ ○ 5,000万円が上限（オールリスク条件） ○ 50万円を超えないもの

受取人確認 ○ 事前登録パスワード確認 ○ 本人限定受取

あて名変換 ○

私書箱 ○ ⽉極利⽤

位置情報検索 ○ サービス料別

セーフティサービス ○ 荷物⼿渡し、貴重品室保管、専⽤ケースで配送

着払 ○ ○ ○

代金引換 ○ 現金・クレジットカード・電⼦マネー ○ 現金・クレジットカード・電⼦マネー・デビットカード ○ 200万円以下

代金引換まとめ送

金

○ 50万円以下

後納 ○ 10個/⽉

冷蔵 ○ 3辺合計120cm以内、重量15kg以内 ○ 3辺合計140cm以内、重量20kg以内 ○ チルドゆうパック

冷凍 ○ 3辺合計120cm以内、重量15kg以内 ○ 3辺合計140cm以内、重量20kg以内

コンビニ受取サービ

ス

○ ○

営業所受取サービ

ス

○ ○

精密機器輸送

サービス

○ ○

チャーターサービス ○

オークション宅急便 ○ 要オークション宅急便ID取得

美術便サービス ○

包装資材 ○ ○

支払いオプション

クール便

その他オプション

配達時間

指定配達

ゴルフ・スキー・

空港

障がい者福祉

セキュリティサービ

ス

ヤマト運輸 佐川急便 ⽇本郵便

サイズ

基本運賃割引

3.5. 物流業者のサービス内容調査 

モデル事業実施にあたり参加を予定している宅配事業者のサービス水準を調査した結果を

下表に示す。なお、この結果は各事業の送り状を基にした結果であり、空白箇所は該当なし

となっている。 

宅配事業者のサービス水準は様々で、特に運賃割引の制度や冷蔵・冷凍便の扱い、代引き

等の料金収受については、今後、モデル事業を継続していく場合には、事業者間で調整が必

要である。 

表 4 西米良村で実施されている物流業者のサービス内容 
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3.6. 広報活動 

実証実験の実施にあたっては、下に示すチラシの村内主要各所や村営バス内への掲示、小

川地区の全世帯への配布、村内全世帯に設置した光通信による情報告知端末「ホイホイライ

ン（IP 電話）」（※）による告知、県内主要プレスへの事業内容の送付などの広告活動を行

い、期間中のホイホイ便の利用促進や住民等への周知に務めた。 

※「ホイホイライン(ＩＰ電話）」 

西米良村内全域に整備された光ファイバー通信網を活用したＩＰ電話を村内全世帯に設置

し、村内無料通話のほか、行政情報の伝達や緊急・防災通信、テレビ電話機能を活かした保

健相談などを現在行っており、今後は買い物支援など生活サービスに直結する取り組みへの

活用も検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 広報チラシ及び新聞掲載記事 
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3.7. 関係者研修会とワークフロー 

下に示すワークフロー等のテキストを準備し、実証実験開始１週間前からモデル事業に携

わる村所驛物産館・バス待合所・村営バス・作小屋村の各実務職員を対象に個別に事前説明

を行った。 

 

 

図 14 ワークフロー 
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3.8. 実施スケジュール 

（１）全体スケジュール 

当初計画は下記スケジュールの通りである。 

 

 

（２）実証実験実施期間 

村営バス及び作小屋車両を活用し、11月 16日から 12月 18日の約一ヶ月の期間で実証実

験を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

ホイホイ便プロジェクト協議会
①

10/26
②

12/11
③

1/21

関係機関ヒアリング調査

運行体制に関する検討

トライアル実施
開始
11/16

終了
12/18

モニタリング調査

運行体制の改善

最終報告書作成

業務内容
2015年
9月以前

2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月
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3.9. 実証実験実施時の様子 

村営バス及び作小屋車両を活用し、11 月 16 日から 12 月 18 日の約一ヶ月の実証実験期間

の試験運行を実施した様子を下記に示す。 

（１）村営バス（小川線） 

 村営バス（小川線）で村所驛から小川作小屋間の人と荷物の配送を行う。 

 「ホイホイ便プロジェクト」のステッカーを貼って運行する。 

 

 

 

 

 

 

（２）作小屋村の軽貨物車両 

 作小屋村の軽貨物車両で作小屋村と各お宅間の荷物の配送を行う。 

 作小屋村で村営バス（小川線）と軽貨物車両の荷物の載せ替えを行う。 

 「ホイホイ便プロジェクト」のステッカーを貼って運行する。 

 作小屋村が担う末端輸送は、実証実験においても有償(調査協力費)輸送を想定し

ていたため、作小屋村の代表者をして軽貨物事業の免許申請・取得を行った。 

 実証実験期間中、冷蔵・冷凍の荷物を取り扱えるように保冷バック（ヤマト運輸

（株）より貸与）と保冷剤を用意した。（実証実験期間中、実際に一度ジビエ加工

所から作小屋村に向け猪肉を配送している） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）作小屋村の配達人の様子 

 主に作小屋村の職員 2人が配送・集荷を担当している。 

※写真左：職員 30歳/写真中央：事務局長 29歳 

 作小屋村の営業中に職員が分担して荷物の配送・集荷を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

作小屋村の担当者が村営バス（小

川線）から受け取った荷物を軽貨

物車両に積み込む。 

ホイホイ便お荷物受け取り

伝票にて配送・集荷の確認を

する。 

使用したホイホイ便お荷物受け取り伝票 
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作小屋村発
各お宅に
配送

（４）新聞配達の様子 

□村所驛での郵便物発送 （5：00） 

 新聞の配達員が村所驛の専用コンテナに郵便物を入れる。 

 村営バス（小川線）の乗務員が郵便物専用コンテナを回収する。 

※乗務員 所属：西米良村役場村民課/身分：嘱託職員/年齢：48歳～58歳 

 村営バス（小川線）に乗務員が郵便物を積み込み、作小屋村へ向けて配送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□作小屋村での郵便物配達 （6：15） 

 村営バス（小川線）が作小屋村に郵便物を配送する。 

※郵便法第四条 2項にもとづき、契約により会社から郵便業務の一部の委託を受け

たものは信書を配達することが出来ることとなっている。 

 村営バス（小川線）から作小屋村の軽貨物車両に郵便物を載せ替える。 

 郵便物は作小屋村から各お宅に直接手渡し、又はポスト投函で配送される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 156 

（５）宅配の様子 

□村所驛物産館での宅配物発送 （11：00） 

 村所驛物産館で配達依頼者から宅配物を受け取る。 

 村所驛物産館で宅配物の重量を測定する。 

 村所驛物産館から村営バス（小川線）の乗務員が宅配物を受け取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□村営バス（小川線）での宅配物配送 （11：25） 

 村営バス（小川線）の乗務員が宅配物を村営バス（小川線）に積み込む。 

 村営バス（小川線）に宅配物を載せて、村所驛物産館から作小屋村に配送する。 

 村営バス（小川線）の乗務員が作小屋村の職員に宅配物を受け渡す。 

 作小屋村から発送する宅配物を村営バス（小川線）の乗務員が受け取る。 
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作小屋村発
各お宅に
配送

□作小屋村での宅配物配送 （12：15） 

 村営バス（小川線）が作小屋村に宅配物を配送する。  

 作小屋村の軽貨物車両に荷物を積み替える。 

 作小屋村から各お宅へ宅配物を配送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□作小屋村からの宅配物集荷 （14：30） 

 村営バス（小川線）の乗務員が作小屋村の職員から宅配物を受け取る。 

 村営バス（小川線）の村所驛に向けて配送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配達先が在宅の時は、直接荷物

を渡して 『声掛け』 
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□村所驛物産館での宅配物受け取り （15：33） 

 村営バス（小川線）村所驛物産館に宅配物を配送する。 

 村営バス（小川線）の乗務員が村所驛物産館の職員に宅配物を受け渡す。 

 村所驛物産館にて宅配物の受け取り確認を行う。 
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4. モデル事業の実施結果 

4.1. 宅配による貨物の物流量等 

モデル事業を実施した 11 月 16 日～12 月 18 日の期間中に宅配 3 社が小川地区に宅配した

貨物の物流量等（※宅配 3 社から提供を受けたデータを元に作成。企業間の輸送は除く。）

は、下記のとおりとなっている。 

なお、実証実験中の物量データとして、プライバシーの観点から依頼主の住所と氏名、品

名、金額を除き、毎日の宅配物の個数種別（代引、クール、着払い）、サイズ別、個数、重量

を提供頂いた。 

 

（１） 日付別宅配量（個数） 

調査期間中はほぼ毎日

小川地区への配達が行わ

れ、最も多い日は 14個配

達されている。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日付別宅配量(重

さ) 

調査期間中の荷物の重

さは、一般に少量貨物の

重量規定である 350kg 以

内に収まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）冷凍・冷蔵便の割合 

冷凍・冷蔵品の個数は全体の 24％となっている。

冷凍より冷蔵品の割合が高い。 

 

 

 

図 15 日付別宅配量（個数） 

図 16 日付別宅配量（重さ） 

常温 
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（４）日付別宅配量(冷凍・冷蔵) 

全 33 日のうち、冷蔵・

冷凍品が配達される日は

18 日あり、全体の約 50％

を占めた。 

うち、冷蔵品のみ 14日、

冷凍品のみが 10 日であっ

た。（なお、冬季のため冷

蔵・冷凍品として指定され

る貨物が少ない可能性が

あり留意が必要である。） 

 

 

 

 

（５）代引の割合 

①個数ベース 

 代引の個数は全体の 3％に留まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②日数ベース 

全 33 日のうち、代引で

配達された日は 4 日あり、

全体の約 12％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 冷凍・冷蔵便の割合 

図 18 日付別宅配量（冷凍･冷蔵） 

図 19 代引の割合 

図 20 日付別宅配量（代引） 
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（６）時間指定便の割合 

①個数ベース 

時間指定の個数は全体の

12％となっている。 

時間指定としては午前中が

9％と最も多く、12-14 時、

14-16時、18-20時が同程度で

ある。 

 

 

 

②日数ベース 

全 33日のうち、時間指定が希

望された日は 9 日あり、全体の

約 30％を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 21 時間指定便の割合 

図 22 日別宅配量（時間指定） 
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4.2. 村内の物流量 

11 月 16 日～12 月 18 日に実施した期間中に、「カリコボーズのホイホイ便」により流通し

た村内のみの物流量は、下記となっている。 

 

（１）新聞の配達数 

 新聞の配達数は、11月 16日～11月 25日

が 13 部/日、11 月 26 日～12 月 18 日が 14

部/日となっている。 

 

 

 

 

 

 

（２）輸送個数 

期間中の村内のみの総輸送個数は 23 個で

あり、多い日は 3個/日、少ない日は 0個/日

となっている。 

 

 

 

 

 

 

4.3. 利用者アンケート 

11 月 16 日～12 月 18 日に実施したモデル事業について、小川地区 40 世帯へのアンケー

ト結果は下記となっている。 

4.3.1. 宅配便等の利用状況 

（１）宅配・郵便を受け取る頻度（新聞を除く） 

宅配・郵便を受け取る頻度（新聞を除く）の

上位３位は下記となっている。 

1 週に 1回以上受取る：12人、 

2 半月に 1回：11人 

3 2,3ヶ月に 1回：6人 

 

 

 図 25 宅配･郵便を受け取る頻度（除新聞） 

図 24 輸送個数 

図 23 新聞の配達部数 
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（２）新聞の購買状況 

 新聞の購買者は約 34%(13 人）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）１回あたりの郵便・宅配便の受取量 

１回あたり 1ｋｇ以上の郵便･宅配便を受け取

る地区居住者は 54％となっている。 

 

上位３位は下記となっている。 

1 1ｋｇ：6人 

2 1.5ｋｇと 0.5ｋｇ：それぞれ 4人 

3 10ｋｇと 0.05ｋｇ：それぞれ 3人 

 

 

 

 

（４）時期による受取量の変化 

約 6 割が、時期により受取量が変化と回答して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）荷物の受取量が多い月 

時期により受取量が変化すると回答した地区

居住者において、一番受取量が多いのは御歳暮の

月である 12月の約 7割(17人)、次いで、御盆が

ある 8月の 2割(5人)となっている。 

 

 

 

 

 

図 26 新聞の購読状況 

図 27 １回あたりの郵便・宅配便の受取量 

図 28 時期による受け取る量の変化 

図 29 荷物の受取量が多い月 
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（６）荷物を発送する頻度 

約 5 割の地区居住者が、2,3 ヶ月に１回以

上荷物を発送する。 

 

上位３位は下記となっている。 

1 2,3ヶ月に１回：14人（38％） 

2 発送しない：9人（24％） 

3 半月に 1回：6人（16％） 

 

 

 

 

 

（７）一回あたりの荷物発送量 

一回あたりの荷物発送量の上位３位は下記と

なっている。 

1 5ｋｇ：6人（26％） 

2 1.5ｋｇと 1ｋｇ：それぞれ 3人（13％） 

3 2ｋｇと 3ｋｇ：それぞれ 2人（9％） 

 

 

 

 

 

 

 

（８）時期による発送量の変化 

約 5割が、時期により発送量が変化すると回答

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）荷物の発送量が多い月 

時期により発送量が変化すると回答した地区

居住者において、一番発送量が多いのは御歳暮の

月である 12 月の約 5 割(9 人)、次いで、御盆が

ある 8月の 1.5割(3人)となっている。 

 

 

 

図 30 荷物を発送する頻度 

図 31 一回あたりの荷物発送量 

図 32 時期による荷物発送量の変化 

図 33 荷物の発送量が多い月 
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（10）宅配便を送る際に集荷場所まで持って 

いく方法 

宅配便を送る際に集荷場所まで持っていく方

法の上位３位は下記となっている。 

1 「自分で持っていく」：14人（41％） 

2 「宅配業者に取りに来てもらう」：11

人（32％） 

3 「その他」：6 人（18％） 

 

 

 

 

 

（11）宅配便を受け取る希望時間帯 

宅配便を受け取る希望時間帯の上位３位は下

記となっている。 

1 「特になし」：14人（64％） 

2 「夕方以降」：4人（18％） 

3 「正午～夕方」：3人（14％） 

 

 

 

 

 

（12）おがわ作小屋村のホイホイ便開始による郵便・宅配便の利用意向 

おがわ作小屋村のホイホイ便開始による郵便・宅配便の利用意向は下記となっている。 

「少し増える」：約 7割（23人） 

「変わらない」：約 3割（11人） 

「とても増える」：0人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34 宅配便を送る際に集荷場所

まで持っていく方法 

図 35 宅配便を受け取る希望時間帯 

図 36 おがわ作小屋村のホイホイ便開始によ

る郵便・宅配便の利用意向 
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4.3.2. 産品の出荷について 

（１）現在の出荷の有無 

約 25%（15人）が、「おがわ作小屋」や「村所驛」、

「その他物産館」に産品を出荷していると回答。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）出荷している産品の種類 

出荷している産品上位 3位は下記となっている。 

1 「しいたけ」 

2 「柚子」 

3 「その他の果実」 

 

 

 

 

 

 

（３）産品の出荷の頻度 

産品の出荷の頻度の上位 3位は下記となってい

る。 

1 「週に 1度以上」：5人（38％） 

2 「2,3ヶ月に１回」：3人（23％） 

3 「半年に 1回」：2人（15％） 

 

 

 

 

 

（４）産品の 1回の出荷量 

産品の 1回の出荷量は、一部大量に出荷する地

区居住者が存在し、上位 3位は下記となっている。 

1 「1～10ｋｇ」：8人（57％） 

2 「100ｋｇ以上」：3人（21％） 

3 「10ｋｇ以上～30ｋｇ未満」：2人（15％） 

 

 

 

図 37 現在の出荷の有無 

図 38 出荷している産品の種類 

図 39 産品の出荷の頻度 

図 40 産品の 1回の出荷量 
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（５）産品出荷の運搬手段 

産品出荷の運搬手段は下記となっている。 

1 自分で運ぶ：8割（12人） 

2 その他：2割（3人） 

3 宅配便を利用：0人 

 

 

 

 

 

 

（６）現在、出荷していないが、おがわ作小屋（ホイホイ便）を利用して産品出荷が行いや

すくなれば、利用を希望するか 

回答の上位３位は下記となっている。 

1 利用したくない：5割（10人） 

2 どちらでもない：4割（8人） 

3 利用したい：2割（2人） 

 

また、「どちらでもない」の回答者は、状況次

第で利用希望者となる可能性があると考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41 産品出荷の運搬手段 

図 42 現在、出荷していないが、ホイホイ

便を利用して産品出荷が行いやす

くなれば、利用を希望するか 
自由記述では、「小川作小屋の職員がこれ以

上忙しくなるのが心配だから利用しづら

い」、「自分で車を運転できるから必要ない」

との意見があった。 

現在、出荷していないが、おがわ作小屋（ホ

イホイ便）を利用して出荷が行いやすい状況

になれば出荷したいと回答した品目として

「野菜」「柚子味噌」「その他果実」「山菜」

が上げられた。 
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（７）おがわ作小屋（ホイホイ便）に期待するサービス 

おがわ作小屋（ホイホイ便）に期待するサービス上位 3位は下記となっている。 

1 「クリーニング集配」：14人 

2 「買物代行」：12人 

3 「見守り」：9 人 

※小川地区では、平成 24年以降民間

のクリーニング集配サービスが廃

止となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 43おがわ作小屋（ホイホイ便）に期待するサービス 
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4.4. 作小屋村へのヒアリング結果 

実証実験について、小川地区において集落拠点から利用者への集配を担当した作小屋村へ

ヒアリングを実施した。その結果を下記に整理した。 

4.4.1. 実証実験から見た配達の現状について 

 新聞配達は毎日 9：00に行わなければいけないが、団体客が宿泊するなど作小屋村の朝

食の準備が忙しい場合は朝食提供後になる。そのため、新聞の配達が出来る時間が遅れ

る事がある。 

 作小屋村の営業が忙しい時期には、連絡を受けてからすぐに集荷に行ける余裕が無い。 

 運搬中の配達物の損傷に、どの事業者が責任を持つのか検討が必要である。 

 運搬用の軽貨物車両に破損があった場合の事故対応や保障の検討が必要である。 

 

4.4.2. 懸念事項 

 将来的に他の宅配会社の荷物を引き受ける事で荷物量が多くなり、作小屋村の営業と両

立することが難しくなる。特に、お盆や正月などの荷物が多い時期は対応しきれないた

め、新規雇用が必要となる。 

 着払い・メール便・クール便等の多様なサービスをどこまで作小屋村で対応するのか検

討が必要となる。 

 住民に馴染みのある郵便配達員が居るため、その方の業務を作小屋村が奪う形になるこ

とが懸念される。 

 現在、地域内の助け合いによって行われている買物支援、精米、クリーニング代行や見

守りなどが過疎・高齢化により将来に渡って継続されるか懸念されるため、ホイホイ便

で、それらのサービスが代替的に提供可能か、検討が必要になる。 

 

4.5. 利用者と作小屋以外の関係者へのヒアリング結果 

実証実験に参加した小川地区住民と、実施にあたり実験を担当した作小屋以外の関係者へ

のヒアリング結果を整理した。 

4.5.1. 小川地区住民からの意見 

 毎朝新聞を読めるようになって便利である。 

 作小屋村の職員が忙しくなることを懸念して、ホイホイ便を積極的に使いづらい。 

 現在は、住民に馴染みの郵便配達員が、声掛けや見守り、相談事の対応、空き時間等

に簡単な手伝い等行っているが、ホイホイ便でこれらのサービスを同様に提供できる

か懸念される。 

 農業資材の配達は、村所の JA職員がとどけてくれる。 

 ホイホイ便が出来る前から、役場職員等の村所方面で働いている方に買物代行やクリ

ーニングを頼んでいた。 



 

 170 

 これまで新聞を運んでくれた人は、ゆっくり話をしていってくれていたのに、「ホイホ

イ便」ではそのような時間がない。 

 

4.5.2. 村所驛物産館(ホイホイ便集荷所)からの意見 

 取り扱う荷物の多くは、村所から作小屋村へ送るもの。 

 作小屋村の依頼で荷物を出荷するのに便利である。 

 生産者が直接運んで来るためホイホイ便は利用していないが、小川から味噌漬けを仕

入れて村所驛物産館で販売している。（週に 1回ペースで仕入れ、月 40～50個売れる） 

 生椎茸、柚子、榊（仏事用の植物）を小川地区から送ってもらうことがある。 

 

4.5.3. JA からの意見 

 ホイホイ便を活用し、無人販売所に作物を出荷することなどに需要があるのではない

か。その場合、売れ残り処分などの管理を行う人が必要である。 

 

4.5.4. ㈱米良食品の意見 

 ㈱米良食品※としては、作小屋村に加工食品を出荷するのに便利である。 

※西米良村の大手食品加工会社 
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5. モデル事業を実施して明らかになった課題とその解決の方向性 

「１．モデル事業の目的」で示したように、本モデル事業は、西米良村で運行されている

村営バスの村所地区と小川地区路線において、物流、公共交通、その他生活支援サービスに

必要となる輸送網の存続に向け、効率的運営の手段の一つとして想定される人・荷物の混載

輸送を社会実験として行い、実際に人・荷物の混載輸送によるサービスを導入する際に必要

な課題を整理することを目的としている。 

そこで、本章においては、実証実験を踏まえたモデル事業を実施していく中で、配送サー

ビス、冷蔵・冷凍品を輸送する際の品質管理方法等の配送基準、契約や制度、運行体制等に

関する事業者等の各機関との協議内容及び住民ヒアリング、関係者ヒアリングを行った結果、

今後検討が必要となる課題等について整理した。 

また、整理した課題を解決する現時点における方向性についても可能な範囲で検討した。 

 

5.1. 事業者等の各機関との協議内容からみた課題とその解決の方向性 

（１）共同配送について 

モデル事業に参加した事業者の中には、都市部のビルの中の事業者間の共同配送について

実績がある。そのため、「ビル」での取り組みを「村」に置き換えて共同配送を検討すること

が可能である。 

共同配送による他事業者への委託の可否は、今後の「ホイホイ便」が自社のサービス水準

の維持を担保出来るかどうかの観点から各社内で是非を検討することとなる。 

委託する場合、各社が要求するサービス水準を満たすため、配達を担当する作小屋村職員

の教育が必要となる。 

今後、小川集落での雇用の確保、配送サービスの効率化と住民ニーズへのきめ細やかな対

応を行うため、配送サービスについては作小屋村で体制を構築することを基本として進める。 

 

（２）共同集荷について 

地区内の共同集荷の際に、地区住民の利用者がどの宅配業者と契約するか選択する必要が

あるが、一般利用者の価格表は、３社比較などの比較表から作成することは可能であり、そ

の中から利用者が利用しやすいサービスを選択する方式が考えられる。 

 今回の実証実験を通じて、地域特産品や農産物の配送や買物サービス等の村内便のニーズ

があることが確認された。この点、村外便を民間の宅配事業者、村内便をホイホイ便が担う

ことで、集落の生活利便性は高まる可能性がある。そのため、地域の物流拠点を集落の生活

拠点に付加した「小さな拠点」を村内各地に整備していくこととする。 

 

（３）実証実験中の物量データの扱いについて 

一般価格表にない事業者向けの価格については各社の企業秘密であり、公表できないため、

今回のデータ集計における金額は、集荷は個人利用者のみに限定となる。ただし、今回の実

験の対象地区には該当する料金設定はされていない。 
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関連する物量データの継続的なモニタリングは、今後、配送体制の検討やコスト縮減効果

を検証する上で重要である。そのため、引き続き関係事業者からの提供を受け、本サービス

の本格的導入に向けた基礎資料として活用する。 

 

（４）クール便（冷蔵・冷凍）について 

ヤマト運輸㈱では、軽ワゴンには冷蔵車がないため、保冷バッグ（冷凍、冷蔵用）、小物を

入れる折り畳みコンテナ（2～3個）を常備している。 

佐川急便㈱では、クール便はマイナス 18℃以下、冷蔵便 2～10℃を維持している。 

品質管理（温度管理）の観点から、現在までクール便は外部委託を実施しておらず、委託

する場合は、社内検討が必要となる。 

2 社とも、外部委託の際の品質管理に課題があり、特に夏場や繁忙時に、受取人不在で持

ち帰った場合の荷物管理体制の検討が必要となる。 

これら各社個別の基準を有する事項については、今後継続協議を行い、基準の統一化を図

るが、ホイホイ便のサービス提供にあたり、村主導で小さな拠点を形成する中で、これら付

帯施設についても順次整備していく。 

 

（５）着払いについて 

現在まで、外部委託を実施しておらず、委託する場合は、社内検討が必要となるので、今

後、ホイホイ便に参加する事業者と協議を進めていく。 

 

（６）受取確認サービスについて 

受取確認サービス（クレジットカード等）は金融庁の指定の方法（免許証等の確認）によ

る手続きが必要である。なお、受け取り確認サービスは、研修を受ければ委託事業者でも対

応は可能であり、今後、ホイホイ便に参加する事業者と協議を進めていく。 
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（７）信書便 

信書は、郵便法第 4 条 2 項や、信書便に対応している事業者の規約等に基づき、会社以外

の人間が配達出来ないことになっており、国による法改正などが必要となる。 

 

※参考資料：総務省による「信書の送達についてのお願い」 

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html 

我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、

郵便法により、日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。 

 また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙

やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達

が認められております。 

現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われ

る文書が送達されているという事例が散見されております。 

このような行為は、郵便法第 4 条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関

しては十分ご注意いただきたくお願いします。 

 送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当

するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照して

いただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課（03-5253-5975）までご連絡をお

願いします。 

  

郵便法（昭和 22年法律第 165号） （抜粋） 

第四条（事業の独占） 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社

の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、

会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 

(2) 会社（契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。）以外の

者は、何人も、他人の信書（特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を

通知する文書をいう。以下同じ。）の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に

雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を

業とする者とみなす。 
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（８）薬配達について 

薬事法第三十六条の九により、第一種医薬品は薬剤師、第二種及び第三種医薬品は薬剤師

又は登録販売者でなければ販売できない事になっており、国による法改正などが必要となる。 

 

※参考資料：薬事法抜粋 

（一般用医薬品の販売に従事する者）  

第三十六条の九   薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定

めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める者に販売させ、又は授与させなければならない。  

一   第一類医薬品 薬剤師  

二   第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者 

 

 

（９）クリーニング扱いについて 

食品衛生法施行条例により、食品等の運搬に用いる車両、コンテナ等は容器包装を汚染す

るようなものを使用できず、現状ではクリーニングとの混載が出来ないため、今後、対応方

針を検討する。 

 

※参考資料：食品衛生法施行条例抜粋 

(公衆衛生上講ずべき措置の基準) 

第二条 法第五十条第二項の規定に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準は、別表第一

のとおりとする。ただし、営業の形態その他特別の事情により、知事が衛生上支障が

ないと認めた事項については、しんしゃくすることができる。 

別表第一(第二条関係) 

七 運搬等 

(一) 食品等の運搬に用いる車両、コンテナ等にあっては、食品等又はその容器包装

を汚染するようなものを使用してはならない。また、容易に洗浄、消毒ができる構

造のものを使用し、常に清潔にし、必要に応じて補修、消毒等を行うことにより適

切な状態を維持すること。 

(二) 食品等とそれ以外の貨物とを混載する場合には、当該貨物からの汚染を防止す

るため、必要に応じ、食品等を適切な容器に入れる等当該貨物と区分けすること。 

 

（10）端末等について 

今後、本格的に各社の共同配送を実施する場合は、制服や入力端末の操作等、各社が異な

る基準をもつサービスの調整が必要となるので、今後、ホイホイ便に参加する事業者と協議

を進めていく。 
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5.2. 作小屋ヒアリングからみた課題とその解決の方向性 

モデル事業について、小川地区において集落拠点から利用者への集配を担当した作小屋村

へのヒアリング結果（「4.3. 作小屋村へのヒアリング結果」参照）に基づく課題を整理し、

課題を解決する現時点における方向性についても可能な範囲で検討した。 

 

（１）人手不足の課題 

現状の作小屋村は職員数が限られている上、平均年齢も 70歳程度と高齢であるため、ホイ

ホイ便を運行すると職員の業務負担が増加する可能性がある。また、作小屋村職員が忙しい

時や配送する荷物の量・頻度が増えた場合に、「配達時間が遅れる」、「集荷に行けない」、「配

達以外のサービスが出来ない」など、サービス水準を維持出来ないことが懸念される。その

ため、新規の雇用を検討し、職員の負担軽減とサービス水準の維持を図る必要がある。 

 

（２）運営方法における課題 

ホイホイ便を運行する上で配達物と軽貨物車両を管理する責任の所在と着払い・メール

便・クール便等の多様な配達サービスのうち、作小屋村で対応できる範囲が明確になってい

ないため、検討を行う必要がある。 

特に、地域の生活拠点として、住民ニーズに柔軟に対応できる新たなサービスをどのよう

に付加できるかが重要となる。 

 

（３）地域で行われている既存サービスとの兼ね合い 

現在、住民に馴染みの郵便配達員が、声掛けや見守り、相談事の対応、空き時間等に簡単

な手伝い等を行っているが、ホイホイ便でこれらのサービスを提供できるか懸念される。 

しかしながら、現在の配達業務の担い手も高齢化してきており、地域内での新たな雇用が

困難な状況にあることから、これら既存サービスの維持のためにも集落主導で取り組む意義

がある。 
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5.3. 利用者と作小屋以外の関係者へのヒアリングからみた課題とその

解決の方向性 

モデル事業を利用した小川地区住民及び、モデル事業実施にあたり業務を担当した作小屋

以外の関係者へのヒアリング結果（「4.4. 利用者と作小屋以外の関係者へのヒアリング結果」

参照）の結果に基づく課題等を整理し、課題を解決する現時点における方向性についても可

能な範囲で検討した。 

 

（１）作小屋村職員に負担を掛けない仕組み作り 

住民にとってはホイホイ便を利用することで作小屋村の負担が増えるという思いがあるほ

か、これまで馴染みの郵便配達員に頼んでいた事が出来なくなる不安がある。そのため、作

小屋村職員に負担を掛けない仕組み作りと、住民への周知が必要である。 

 

（２）地区内の互助的な生活支援の制度化 

現在は買い物やクリーニング、農業資材配達、見守り等が地区住民の互助的な生活支援と

して実施されているが、今後高齢化と共に増加すると想定されるニーズに対し、継続的に行

うために制度化を検討する必要がある。 

 

（３）業者間でのホイホイ便活用 

生産者が直接運んでくるためホイホイ便は利用していないが、村所驛物産館と作小屋の間

で定期的な荷物のやり取りが行われており、ホイホイ便を活用する事で生産拠点から販売拠

点への荷物輸送の負担を軽減することができると考えられる。 
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6. 利用者アンケートによるモデル事業の効果と今後の改善点 

利用者アンケートの結果から、モデル事業を実施して明らかになった効果と今後の改善

点について整理した。 

 

6.1. 利用者アンケートについて 

利用者アンケートは、「宅配サービスをおが

わ作小屋村が行うことについて感じること」に

ついて 6項目について設定し、感じることの上

位を 5段階で尋ねた。 

 

 

 

 

 

 

図 44 項目設定と回答の段階 

 

6.2. 利用者アンケート結果により明らかになった効果 

（１） 知り合いの配達なので安心 

地区以外から来る配達に来る業者ではなく、

知り合いの配達により、安心感がある地区居住

者が多い。 

・ 「とてもそう思う」と「そう思う」：合

わせて 22人（65％） 

・ 「そう思わない」と「あまりそう思わな

い」：合わせて 2人（6％） 

 

図 45 「知り合いの配達なので安心」について 

 

（２）プライバシーについて不安が無い 

業者による配達ではないため、プライバシー

を保てるか不安と思う地区居住者は少ない。 

・ 「そう思わない」と「あまりそう思

わない」：合わせて 20人（58％） 

・ 「とてもそう思う」と「そう思う」：

合わせて 5人（15％） 

 

 

 

図 46 「プライバシーを保てるか不安」について 
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（３）新聞が毎日届くようになった 

小河内区の新聞配達は、平日午後に行われ

ており、「新聞が毎日届くようになった」と感

じている地区居住者が多い。なお、新聞の定

期購読者は、13人であり（「新聞の購買状況」

参照）、そのほとんどが「新聞が毎日届くよう

になった」と感じていると推測される。 

・ 「とてもそう思う」と「そう思う」：

合わせて 13 人（39％） 

・ 「そう思わない」と「あまりそう

思わない」：合わせて 1人（3％） 

 

 

（４）不在時に地区内で荷物を受け取れるようになり便利 

「不在時に地区内で荷物を受け取れるよ

うになると便利だ」とを感じている地区居住

者が多い。 

なお、「どちらでもない」との回答者が 12

人（35％）あり、運用次第で、「不在時に地

区内で荷物を受け取れるようになると便利

だ」とを感じる地区居住者が増加すると推測

される。 

・ 「とてもそう思う」と「そう思

う」：合わせて 19人（56％） 

・ 「そう思わない」と「あまりそう

思わない」：合わせて 3人（9％） 

 

図 47 「新聞が毎日届くようになった」について 

図 48 「不在時に地区内で荷物を受け取れ

るようになると便利だ」について 
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6.3. 利用者アンケート結果により明らかになった今後の改善点 

（１）品質を保っていると信頼される運用 

品質管理については、安心と不安が拮抗し、

一番回答が多かったのは「どちらでもない」

の 12人（35％）である。 

今後の実績次第により、「品質が保てるか不

安」と思わない地区居住者は増加すると推測

されるので、品質を保っていると信頼される

運用を行う必要がある。 

・ 「どちらでもない」の 12人（35％） 

・ 「そう思わない」と「あまりそう思

わない」：合わせて 12人（35％） 

・ 「とてもそう思う」と「そう思

う」：合わせて 10人（30％） 

 

 

（２）気軽に荷物を村所へ出せると思われる運用 

「気軽に荷物を村所へ出せると思う」につ

いて一番回答が多かったのは「どちらでもな

い」の 18人（53％）であり、運用次第で、「気

軽に荷物を村所へ出せると思う」地区居住者

が増加すると推測されるので、気軽に荷物を

村所へ出せると思われる運用を行う必要があ

る。 

・ 「どちらでもない」18人（53％） 

・ 「とてもそう思う」と「そう思う」：

合わせて 11 人（32％） 

・ 「そう思わない」と「あまりそう思

わない」：合わせて 5人（15％）） 

 

 

 

図 49 「品質が保てるか不安」について 

図 50 「気軽に荷物を村所へ出せると思

う」について 



 

 180 

7. 関係者等の各機関との協議及びアドバイザーとの意見交換等により

明らかになった効果 

関係者等の各機関との協議及びアドバイザーとの意見交換等により明らかになった効果に

ついて整理した。 

 

（１）物流コスト等の縮減 

小川地区に出入りする多様な輸送サービスが、モデル事業実施前に比べ減少するため、

各事業者においては人件費及び燃料費を縮減できるとともに、受取人不在の場合の再配達

ロスも縮減できる。また、事業者にとっては、ドライバーが小川地区配達に従事していた

時間を、異なる業務に従事させることも可能になる。 

輸送サービスに必要となる自動車の総走行距離が減少するため、わずかではあるが、地

球温暖化防止となる。 

 

（２）新たな集落雇用の創出 

高齢化が進み住民数が減少しつつある小川地区においては、集落維持に向けた転出防止

と UIJ ターン者の獲得が必要であり、モデル事業と同様の形態により、集落に新たな雇用

が創出されることは、そのために有効な手段の一つとして役立つと期待される。 

 

（３）住民ニーズへの柔軟な対応 

高齢化が進展する小川地区においては、今後、生活不安を解消するために、見守り・御

用聞き、買物支援といった住民ニーズに対応した生活サービスが重要となるが、現在、小

川地区においては、住民に馴染みの郵便配達員が、業務時間内にサービスとして、声掛け

や見守り、相談事の対応、空き時間等に簡単な手伝い等を行っている状態にある。 

しかし、現在の配達業務の担い手も高齢化してきているため、将来、これらのサービス

の維持は難しくなると思われる。 

今後は、ホイホイ便に、業務の一部として、集落在住者による見守り・御用聞き、買物

支援といった住民ニーズに柔軟に対応した生活サービスを組み込むことで、小川地区の生

活不安が解消されると期待される。なお、業務としての生活サービスであるため、実際の

運用は会員制の運用となると想定される。 

 

（４）地域内での新たな物流ネットワーク形成 

現在、西米良村における物流ネットワークは、大手の物流・流通業者のネットワークに

よるものがほとんどであり、その事業による経済効果の多くは村外に流出している。 

しかし、ホイホイ便により、地域内において人・事業所・輸送手段が完結する新たな物

流ネットワークを形成できれば、物流を村外と村内で異なる事業体とできるので、村内に

新しい経済波及効果が期待できる。 
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（５）移動ロスの縮減と地産地消の推進 

現状において村内には、小回りが利く物流ネットワークが形成されていないため、広報

や告知等の行政サービス、異なる集落の農林産物産や特産品の入手等、物流面において非

効率的な運用がなされていた。 

しかし、村内において定期的に運用される物流ネットワークを形成できれば、移動ロス

の縮減と村内生産物の入手が簡単になることによる地産地消の推進が期待される。 
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8. 今後に向けて 

8.1. 今後の課題・対応策およびモデル事業の継続可能性 

モデル事業の実施結果から課題（論点）及び今後の対応策を表 5 に整理した。これをもと

に関係機関･法人・住民等と協議し、モデル事業を継続させていくためには、図 49 の 3 項目

の方向性に基づき事業モデルを再構築する必要があるとの結論が導き出された。 

 

表５ 今後の課題（論点）と対応策 

項目 課題（論点） 対応策 

配達・集荷方法 「村所驛」と「おがわ作小屋」の

各拠点での、異なる運送業者の扱

いとなる荷物の管理 

共同配送の仕組みの導入による、荷物の受け渡

し方法の確立（宅配事業者との協議）。 

配達・集荷体制 現行の作小屋の体制だけでは、人

手が不足し、配達が困難 

新たな雇用・支援体制構築により集落主導（西

米良村支援）の受託体制構築（委託費用の協議

等）。 

宅配事業の 

許認可 

村営バス（白ナンバー）での少量

小荷物の有償運送には地域再生法

等の手続きが必要となる。 

地域再生土地利用計画を作成の上、地域再生計

画の内閣府認定を受ける必要がある。末端輸送

の実施には、軽貨物事業者の届出で既に対応

済。 

住民ニーズへの

柔軟な対応 

住民ニーズの高い薬の配達、クリ

ーニング、精米、買い物支援、見

守り等のサービス 

法律改正が伴う事項については、その経過を見

守り、車両改良等で対応できる事項については

その都度改善し、サービスレベルの向上を図

る。 

配達品質 冷蔵・冷凍品の管理 各社で異なる配達基準の調整、車両、配送拠点

での冷蔵冷凍施設の段階的整備が必要。 

配達水準・規定 異なる配達時間、制服、委託での

取扱える荷物・代引きサービスの

扱い 

本格導入に向け、配達基準を調整のために定期

的な事業者協議を行う他、配達世帯との合意形

成。 

リスク管理 クレーム、破損、紛失によるリス

クの管理 

保険によるリスクの移転、配達員の能力向上に

向け、受託時の教育を事業者に協力依頼。 
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■「カリコボーズのホイホイ便」プロジェクト今後の方向性 

①幹線輸送（客貨混載）と支線輸送（ヒトとモノの輸送）に分け、幹線を民間事業者

主導、支線を村・集落主導による新たな運送形態とする。 

②支線輸送の混載は集落の配達体制の状況に応じ段階的にサービスレベルを整える。 

③村内便の整備拡充により、買い物支援、見守り、特産品の集荷等の付帯サービスを

加える。 

 

図 51 「カリコボーズのホイホイ便」プロジェクト今後の方向性イメージ 
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8.2. 今後のスケジュール 

モデル事業実施結果及び 4.1 と 4.2 を基に、関係機関･法人・住民等と協議した結果、「カ

リコボーズのホイホイ便」プロジェクトは、基本的に下記のスケジュールにより今後も継続

し、事業者間調整、施設整備を経て段階的に配達範囲の拡充を目指すこととなった。 

また、住民サービスを満たすため、村内便、買い物支援サービス、見守りについては、村

内他事業との連携を積極的に行うこととする。 

なお、スケジュールについては情勢の変化により随時見直しを実施する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 「カリコボーズのホイホイ便」プロジェクト今後スケジュール 

 

 


